
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 



 

 

『愛着と誇り(桑折プライド)を育む 住み続けたいまち 住みたいまち 
こおりならではのまちづくり』を目指して 

 
桑折町は、平成 23 年 3 月に発生した東日本大震災並びに原発事

故災害に対応するべく、平成 26 年 9 月に都市計画マスタープラン
の見直しを行い、町総掛かりで復興・創生のまちづくりを推進する
ことといたしました。 
そして、今日まで、東北中央自動車道（相馬福島道路）の全線開

通と伊達桑折 ICの整備、役場庁舎の移転及び福島蚕糸跡地への複合
施設の誘致による駅前周辺への都市的機能の集約をはじめ、桑折西
山城跡や旧伊達郡役所等の歴史遺産の保存と積極的な活用など、町
の魅力にさらに磨きをかけ、「こおり新時代」を築いてまいりました。 
しかしながら、人口減少・超少子高齢社会の進行や激甚化・頻発化する自然災害など、社会情

勢の変化は著しく、今後とも、将来にわたり柔軟かつ的確に対応したまちづくりが求められてい
ます。 
本町においては、令和 3 年 9 月に桑折町総合計画「献上桃の郷こおり 未来躍動プラン」を

策定し、町の将来像「みんなが幸せを実感できる元気なまち こおり」の実現に向け、計画の着
実な推進に取り組んでおります。 
そして、この度、町の最上位計画である「献上桃の郷こおり 未来躍動プラン」を踏まえ、町

民の皆様が「いつまでも住み続けたい」と思えるまちづくりを進めるための「都市計画の基本方
針」として、都市計画マスタープランの見直しを行うことといたしました。 
本マスタープランでは、「広域交通網などの地域特性や地域資源を活かした戦略的なまちづくり」

「安全・安心な災害に強い強靭なまちづくり」「子どもからお年寄りまで、笑顔で住み続けられる
まちづくり」「歴史、風土、環境の豊かさを活かしたまちづくり」「町民参画による共創のまちづ
くり」の 5 つの基本目標を掲げ、とりまく社会情勢にしっかりと向き合い、持続可能な「こおり
ならでは」のまちづくりを展開してまいります。 
今後とも、町民の皆様と共に、新たなまちの魅力や地域の価値を創りあげていく「共創」のま

ちづくりを通して、将来像の実現のために邁進してまいりますので、町民の皆様には特段のご理
解、ご協力をお願い申し上げます。 

 
結びに、都市計画マスタープランの見直しにあたって、熱心にご検討を頂いた策定委員会委員

の皆様をはじめ、ご助言頂いた都市計画審議会の皆様、貴重なご意見をお寄せ頂いた町民の皆様
に心から御礼申し上げます。 
 
令和 6 年 9 月 

桑折町長 髙橋 宣博 
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